
 
 

令和５年度（令和４年度からの繰越分）中小企業イノベーション創出推進事業費 

補助金交付要綱 

 

 

 （通則） 

１ 令和５年度（令和４年度からの繰越分）中小企業イノベーション創出推進事業費

補助金（以下「補助金」という。）については、予算の範囲内において交付するもの

とし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年
厚生省

労働省令第６号）の規

定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

２ この補助金は、革新的な研究開発を行う中小企業（以下「スタートアップ等」と

いう。）による研究開発を促進し、その成果を国主導の下で円滑に社会実装し、我が

国のイノベーション創出を促進するための制度（以下「SBIR 制度」という。）にお

いて、スタートアップ等が社会実装に繋げるための大規模技術実装事業（フェーズ

３）の実施に要する費用に充てるために、一般社団法人低炭素投資促進機構が行う

基金の造成（以下「基金造成事業」という。）に必要な経費を交付することを目的と

する。 

 

 （交付対象事業） 

３ この補助金は、「中小企業イノベーション創出推進事業実施要領について」（令和

５年４月２１日産情発０４２１第１号）の別紙「中小企業イノベーション創出推進

事業費補助金実施要領」（以下「実施要領」という。）に基づき、基金造成事業に必

要な経費を交付の対象とする。 

  なお、事業の実施においては、SBIR 制度を所管する内閣府と共同して実施するこ

ととする。 

 

 （交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の表の第１欄に定める対象経費の実支出額から寄付金

その他の収入額を控除した額と、第２欄に定める基準額とを比較して少ない方の額

を交付額とする。 

 なお、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

１ 対象経費 ２ 基準額 

中小企業のイノベーション創

出推進に必要な経費 
5,260,000,000 円 

 



 
 

（交付の条件） 

５ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）基金造成事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受け

なければならない。 

（２）基金造成事業が完了しない場合又は基金造成事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

（３）基金造成事業の遂行状況について厚生労働大臣の要求があったときは、速や

かにその状況を報告しなければならない。 

（４）基金造成事業に係る経理と他の経理は区別しなければならない。 

（５）基金造成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金造成事業が

完了し、交付額の額が確定した日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければ

ならない。 

（６）基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、２の目的に反して、基金を取

り崩し、処分及び担保に供してはならない。 

（７）一般社団法人低炭素投資促進機構は、基金の運用によって生じた運用益につ

いて、当該基金に繰り入れるものとする。 

（８）一般社団法人低炭素投資促進機構は、毎年度、補助事業（実施要領に定める

補助事業をいう。）に係る経理の精算終了後、実施要領の定めるところにより、

事業実施報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（９）基金を解散する場合には、解散するときに保有する基金の残余額（運用益を

含む。）を厚生労働大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければなら

ない。 

（10）基金の解散後においても本来基金に帰属すべき収入が生じた場合には、解散

時に準じて、これを国庫に納付しなければならない。 

（11）基金の額が基金造成事業の実施の状況その他の事情に照らして過大であると

大臣が認めた場合又は大臣が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他

の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又

は一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 

 （12）その他一般社団法人低炭素投資促進機構は、基金の取扱いについては実施要

領の定めるところにより行わなければならない。 

 

 （申請手続） 

６ この補助金の交付の申請は、別紙様式１による申請書に関係書類を添えて、令和

５年４月２８日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。  

 

 （変更申請手続） 

７ 一般社団法人低炭素投資促進機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申

請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別紙様式２による変更申請書



 
 

に関係書類を添えて、別に指示する期日までに行うものとする。 

 

 （交付決定までの標準的期間） 

８ 厚生労働大臣は、６、７の規定による申請書が到達した日から起算して原則とし

て１か月以内に交付決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

９ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範

囲内において概算払いをすることができる。 

 

 （実績報告） 

10 この補助金の事業実績報告は、基金造成事業が完了した日から起算して１月を経

過した日（５の（１）による基金造成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

当該承認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度の４月１０

日のいずれか早い日までに事業実績報告書（別紙様式３）を厚生労働大臣に提出し

て行わなければならない。 

 

 （その他） 

11 特別の事情により、４、６、７及び 10 に定める算定方法又は手続きによること

ができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところに

よるものとする。 


